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九州大学先端医療オープンイノベーションセンター施設使用規程 

令和元年度九大規程第１３９号 

制  定：令和 ２年 ３月３１日 

最終改正：令和 ３年 ３月２５日 

（令和２年度九大規程第６５号） 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、九州大学学内共同教育研究センター規則（平成２６年度九大規則

第９２号） 別表１に規定する目的に則した先端医療オープンイノベーションセンター

（以下「センター」という。） の施設使用について、必要な事項を定めるものとする。  

（施設の使用） 

第２条 次のいずれかに該当する者から申請があった場合は、別表に掲げるセンターの

施設（以下「施設」という。）を、申請者の使用に供することができる。  

(1) センターの目的に沿った研究プロジェクトを行う者  

(2) その他センターの目的に沿った活動を行う者  

（使用の許可）  

第３条 施設を使用しようとする者は、所定の様式により、あらかじめセンター長に願

い出て、その許可を受けなければならない。  

２ センター長は、前項の許可に当たっては、センター委員会の議を経なければならない。 

（許可内容の変更）  

第４条 施設の使用を許可された者（以下「使用者」という。）は、当該使用の途中に

おいて、前条の規定により許可を受けた内容を変更する必要が生じたときは、所定の

様式により、あらかじめセンター長に願い出て、その許可を受けなければならない。  

２ 前項の許可に当たっては、前条第２項の規定を準用する。  

（使用期間）  

第５条 施設の使用期間は、原則として使用開始日から当該事業年度の末日までとし、

延長する場合は１年ごとに更新し、５年を限度とする。ただし、センター委員会が必

要と認めた場合はこの限りでない。  

（使用料）  

第６条 施設の使用料は、１平方メートル当たり年額１０，０００円とする。ただし、

事業年度の中途において入居し、又は退去する場合の当該年度の使用料の額は、年額

を１２で除した額に入居月数を乗じて得た額（１，０００円未満切捨て）とする。  

（光熱水料）  

第７条 使用者は、使用を許可された場所における施設及び設備等の電気料、上水道料、

下水道料及びガス料を負担しなければならない。  

（徴収方法）  

第８条 前２条の使用料及び光熱水料（以下「使用料等」という。）は、それぞれ所定

の期日までに、経費の振替又は九州大学が指定する口座への振込みにより支払わなけ

ればならない。  

２ 一度納付された使用料等は、特段の事情がある場合を除き、返還しない。ただし、天

災その他やむを得ない事由により使用できないときは、この限りではない。  

（適正使用）  

第９条 使用者は、センターの目的に沿って適正に使用しなければならない。  

２ センター長は、使用者が、この規程等及び許可条件に違反したとき、又はセンター

の管理上支障があると認めるときは、当該使用の許可を取り消し、又は中止させると

ともに、センターからの退去を命ずるものとする。  

（使用の終了等）  

第１０条 使用者は、使用が終了したとき、又は前条第２項の規定により使用の許可を
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取り消され、若しくは中止させられ、センターから退去を命ぜられたときは、施設等

を原状に回復して、速やかに退去しなければならない。  

（損害賠償）  

第１１条 使用者は、その責に帰すべき事由により、施設等を滅失、破損又は汚損した

ときは、その損害を賠償しなければならない。  

（事務）  

第１２条 施設使用に関する事務は、病院事務部研究支援課において処理する。 

（補則）  

第１３条 この規程の実施に関して必要な事項は、センター委員会の議を経て、センタ

ー長が定める。  

附 則  

この規程は、令和２年４月１日から施行する。  

  附 則（令和２年度九大規程第６５号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。  

 

 

別表（第２条関係）   

フロア 室番号 

２階 ２０４、２０８ 

３階 ３０１、３０２、３０３、３０４ 

４階 ４０１、４０２、４０３、４０４、４０５、４０６、４０７、

４０８ 

５階 ５０１、５０２、５０３、５０４、５０５、５０６、５０７、

５０８・５０９（前室を含む） 

６階 ６０２、６０３、６０４、６０５、６０６、６０７、６０８、

６０９ 

 


